
事業者向け

日

災害専門相談会 開催
台風第 19号により被災し、困っていることや問題

となっていることを専門家に相談してみませんか ?

ノ、
可 の相談会では、弁護士などの専門家のほかに、

被災事業者の経営全般に関する悩みごとなど、事業者

向けの相談を受け付ける中小企業診断士も相談員 とし

相談会に参加 します。

開催 日時 ① ll月 30日 (土)午前 10時から午後 3時まで

② 12月  1日 (日 )午前 10時から午後 3時まで

開催場所 ①藤野総合事務所   4階  大会議室

②津久井保健センター 2階 集団指導室

相談方法 直接会場ヘ

相談内容 弁護士、中小企業診断士など専門的な相談

※相談にお越 しの際には、悩みごとに関する資料をご持参ください。

緑区役所区政策課 雷1042-775-8802

問い合わせ先

匹∋042-775-1773開催 日当 日

一歩ずつ前へ、がんばろう]緑区


